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はじめに 

 

1 策定にあたって 

 
平成７（1995）年１月17日に発生した阪神・淡路大震災や、平成16（2004）年10

月23日に発生した新潟県中越地震などの大規模地震による被害があったことから、住

宅・建築物の耐震化を促進するため、本市では、平成20（2008）年から、「建築物

の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年法律第123号。以下「耐震改修促進法」

という。）に基づく「那須塩原市建築物耐震改修促進計画」を策定し、住宅・建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進に取組んできました。 
その結果、防災上重要な市有建築物については、目標値である耐震化率100％をお

おむね達成しましたが、一方で住宅や多数の者が利用する建築物については、耐震化

が遅れており、特にこれらの多くを占める民間の住宅・建築物に対する耐震化の促進

が課題となっています。 
また、平成23（2011）年３月11日に発生した東日本大震災では、これまでの想定

をはるかに超える地震・津波により、一度の災害としては戦後最大の人命が失われて

おり、平成30（2018）年６月18日に発生した大阪府北部地震では、ブロック塀の倒

壊などによる人的被害も発生し、建築物等の総合的な耐震化の重要性が改めて確認さ

れました。 
南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模地震の発生の切迫性が指摘され、東日本

大震災を超える甚大な被害の発生が懸念されている中、本市の耐震化の現状や課題等

を踏まえた耐震化施策の実効性を高めるため、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための基本的な方針」（平成18年国土交通省告示第184号。以下「国の基本

方針※１」という。）及び「栃木県建築物耐震改修促進計画（三期計画）」に基づき、

令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間を計画期間とする「那須

塩原市建築物耐震改修促進計画（三期計画）」（以下「本計画」という。）を策定し

ました。 
今後とも、本計画に基づき、住宅・建築物の耐震化に取組み、市民のより一層の安

全・安心の確保に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ※１ 国の基本方針については、資料編 資料１参照 
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２ 策定までの主な経過 
 

年月 経過 備考 
昭和５６年６月 建築基準法改正 中規模な地震に対してほとんど損傷しないことの検証

や、大規模な地震に対して倒壊・崩壊しないことを検証
する新耐震基準の導入 

平成７年１月 兵庫県南部地震 
（阪神・淡路大震災） 

最大震度７ 
死者・行方不明者 6,437 人 
住宅全壊 104,906 棟、半壊 144,274 棟、 
一部破損 390,506 棟 （内閣府 HP 災害情報より） 
旧耐震基準の建物に大きな被害が発生 

平成７年１０月 耐震改修促進法制定  

平成１２年６月 建築基準法改正 木造住宅の接合部の仕様を明示 
平成１８年１月 耐震改修促進法改正 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進
を図るための基本的な方針の告示 

国の基本方針に基づき、都道府県耐震改修促進計画の策
定が規定 

平成１９年１月 栃木県建築物耐震改修促進計画 
（一期計画） 

平成２７年度の耐震化率の目標設定 

平成２０年３月 那須塩原市建築物耐震改修促進計画 
（一期計画） 

平成２７年度までの耐震化率の目標 
住宅９０％ 
多数の者が利用する建築物 
市有９０％、民間９０％ 

平成２３年３月 東北地方太平洋沖地震 
（東日本大震災） 

最大震度７ 
死者 19,729 人、行方不明者 2,559 人 
住宅全壊 121,996 棟、半壊 282,941 棟、 
一部破損 748,461 棟 （内閣府 HP 災害情報より） 

平成２５年１０月 国の基本方針の改正 令和２年度までに住宅の耐震化率９５％の目標を明示 

平成２５年１１月 耐震改修促進法改正 大規模な建築物の耐震診断の義務化など、耐震化の促進
に向けた取組を強化 

平成２７年３月 首都直下地震緊急対策推進基本計画閣
議決定 

令和２年までに住宅及び多数の者が利用する建築物の
耐震化率９５％の目標を明示 

平成２８年３月 国の基本方針の改正 令和7年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消と
する目標を明示 

平成２８年３月 栃木県建築物耐震改修促進計画 
（二期計画） 

令和２年度の耐震化率の目標設定 

平成２８年４月 熊本地震 最大震度７（２回記録） 
死者 273 人 
住宅全壊 8,667 棟、半壊 34,719 棟、 
一部破損 163,500 棟 （内閣府 HP 災害情報より） 
平成 12 年 5 月 31 日以前に新耐震基準により建築された
住宅にも倒壊被害が発生 

平成２８年１０月 那須塩原市建築物耐震改修促進計画 
（二期計画） 

令和２年度までの耐震化率の目標 
住宅９５％ 
多数の者が利用する建築物 
市有１００％、民間９５％ 

平成２８年１２月 栃木県地域防災計画改定 県の減災目標の設定 
平成３０年３月 那須塩原市地域防災計画改定 市の減災目標の設定 
平成３０年６月 大阪府北部地震 最大震度６弱 

死者４人 （うちブロック塀崩落により２人死亡） 
住宅全壊 9 棟、半壊 87 棟、 
一部破損 27,096 棟 （内閣府 HP 災害情報より） 

平成３０年１２月 国の基本方針の改正 令和７年度を目途に耐震性が不十分な診断義務付け対
象建築物をおおむね解消とする目標を明示 

平成３１年１月 耐震改修促進法施行令改正 避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等について診
断義務化 

平成３１年３月 栃木県地震減災行動計画策定 令和６年度までの住宅耐震化の目標設定 

令和 2 年 3 月 那須塩原市建築物耐震改修促進計画 
（二期計画の改定） 

危険なブロック塀の倒壊等防止対策について明示 

令和３年３月 栃木県建築物耐震改修促進計画改定 
（三期計画） 

令和７年度までの耐震化率の目標 
住宅９５％ 
多数の者が利用する建築物については、おおむね解消 
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第１章  計画の目的等 

 

１ 計画の目的 

本計画は、県の「栃木県建築物耐震改修促進計画（三期計画）」（以下「県

計画」という。）に基づき、住宅・建築物の耐震化を計画的に促進することに

より、市民の生命や財産を保護することを目的とします。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、耐震改修促進法に基づく計画として、平成28（2016）年10月に策

定した計画を見直し、三期計画として定めたものです。 

市政の基本方針である「那須塩原市総合計画」や災害対策の計画「那須塩原

市地域防災計画」、減災対策の計画「那須塩原市国土強靭化地域計画」及び県

計画との連携を図りながら、住宅・建築物の耐震化を促進するための計画とし

て位置づけます。 

 

計画の位置づけイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・首都直下地震緊急対策推進基本計画 
（閣議決定） 
・南海トラフ地震防災対策推進基本計画 
（中央防災会議） 

建築物の耐震改修の 
促進に関する法律 
 
国 
 
 
 
 
 
県 
 
 
 
 
 
市 

建築物の耐震診断及び耐震改修の 
促進を図るための基本的な方針 

栃木県建築物耐震改修促進計画 
（三期計画） 

連
携 

〈市の上位計画〉 
・那須塩原市総合計画 
・那須塩原市地域防災計画 
・那須塩原市国土強靭化地域計画 

那須塩原市建築物耐震改修促進計画 
（三期計画） 

連携 

・住生活基本計画 
・日本再生戦略 
・国土強靭化基本計画 

連 

携 

〈県の上位計画〉 
・とちぎ未来創造プラン 
  県土づくりプラン 
・栃木県国土強靭化地域計画 
・栃木県地域防災計画 
  栃木県地震減災行動計画 
・栃木県住生活基本計画 
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３ 計画期間 

本計画は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間を計画

期間とします。 

 

 ４ 耐震改修促進法の改正等 

耐震改修促進法は、東日本大震災の発生、南海トラフ地震及び首都直下地震

等の発生の切迫性などから、平成25（2013）年11月に大きく改正され、住宅・

建築物の耐震化の促進のための規制強化等が行われています。また、平成30

（2018）年６月の大阪府北部地震において、ブロック塀の倒壊による死亡事故

が発生しており、避難路等の安全性確保のための政令改正等が行われています。 

規制強化の主な内容は、次のとおりです。 

・多数の者が利用する建築物等※２のうち、一定規模以上のものについて、耐   

震診断の実施と所管行政庁への結果報告の義務づけ 

・一定規模以上で避難路沿道にある危険なブロック塀の耐震診断の実施と所管

行政庁への結果報告の義務づけ 

・全ての既存耐震不適格建築物※３の耐震化の努力義務 

・建築物の耐震性が確保されている旨を表示できる制度の創設 

・所管行政庁の認定を受けた耐震改修における容積率・建ぺい率の特例 

・区分所有建築物が耐震改修を行おうとする場合の決議要件の緩和（区分所有

法の特例：3/4→1/2） 

 

 

※２ 多数の者が利用する建築物等については、資料編 資料２参照。 

※３ 昭和56年5月までに着工した住宅・建築物で、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づ

く命令若しくは条例の規定に適合しないもの。 
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第２章  想定される地震の規模、被害の予測 

 

１ 東京圏での直下型等地震予測 

東京圏では、これまで 200～400 年間隔で発生しているマグニチュード（以

下、「M」と表記。）８クラスの海溝型地震（直近は 1923 年大正関東地震）の間

に M７クラスの地震が数回発生しており、M８クラスの地震が直ちに発生する確

率は低いものの、M７クラスの直下地震が発生する確率は 30年間で 70％程度と

推定されています。（図－１） 

また、これとは別に、プレートの沈み込みに伴う M７程度の地震が 30年以内

に発生する確率は、関東全域では 70％程度と評価されているなど、巨大地震の

災害リスクが非常に高いとされております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図-１ 首都直下型地震の切迫性 （出典）内閣府 中央防災会議 首都直下地震 
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２ 地震動予測地図※４と最近の主な大地震 

     この地図は、国の地震調査委員会がまとめた「全国を概観した地震予測地図」

の報告書から抜粋した地図に、最近の主な地震により大地震を観測した市町村

の位置を重ね合わせたものです。（図－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図-２ 地震調査研究促進本部※５「全国地震動予測地図2020年度版」 

  確率論的地震動予測地図（全国版地震予測地図）P８を基に作成 

 
 
 

※４ 将来日本で発生するおそれのある地震に強い揺れを予測し、予測結果を地図として表したもの 

※５ 阪神・淡路大震災を契機として、我が国の地震調査研究を一元的に推進するため、地震防災対策特別措 

置法に基づき、政府の特別な機関として設置 

 

H17.8.16 

宮城県沖地震 

震度６弱 川崎町 

H17.3.20 

福岡県西方沖地震 

震度６弱 福岡市等 

H23.3.11 

東日本大震災 

震度７ 栗原市 

震度６弱 那須塩原市 

H17.7.23 

千葉県北西部地震 

震度５強 東京都足立区 

栃木県那須塩原市 

H16.10.23 

新潟県中越地震 

震度７ 川口町 

H19.7.16 

新潟県中越沖地震 

震度６強 柏崎市等 

H28.4.14 

熊本地震 

震度７  益城町 

H19.3.25 

石川県能登半島地震 

震度６強 輪島市等 
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３ 主な大地震による人的・建築物の被害状況 
 

（１）阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害 
 

・死亡者の死因              ・建築年別の被害状況（建築物） 

 

 死者数（人） 

家屋、家具類等の倒壊によ

る圧迫死と思われるもの 
4,831（ 88％） 

焼死体（火傷死体）及びそ

の疑いがあるもの 
 550（ 10％） 

その他  121（  2％） 

合計 5,502（100％） 

※平成 7年度版「警察白書」より 

（平成 7年 4月 24 日現在）警察庁調べ 

※消防庁：阪神・淡路大震災について（確定報、平成 18 年 

5 月 19 日）による死者数は 6,434 人、全壊住家数は    （出典）平成 7 年阪神淡路大震災建築震災調査委員会中間報告 

約 10 万５千戸         

 

（２）熊本地震による建築物等に係る被害 
 

・人的被害                ・熊本県益城町中心部での悉皆
しっかい

調査による 

死者 273 人、負傷者 2,809 人      建築年別被害状況の傾向（建築物） 

 ※死者数の内訳 

【熊本県からの報告】（平成 31 年 4月 12 日現在） 

・警察が検視により確認している死者数 50 人 

・市町村において災害弔慰金の支給等に関する法律に基 

づき災害が原因で死亡したものと認められたもの 

215 人 

・6 月 19 日から 6月 25 日に発生した豪雨による被害のう 

ち熊本地震との関連が認められた死者数 5人 

【大分県からの報告】（平成 29 年 3月 27 日現在） 

・災害弔慰金法に基づき災害が原因で死亡したものと認 

められたもの 3人 

（出典）平成 28年 9月熊本地震における建築物被害の 

原因分析を行う委員会報告書  

 

被害状況については、死者数の大部分について建物等の倒壊による割合が多く、

また建築物については、昭和 56 年以前（旧耐震）の建物被害が多いことが分か

ります。 
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４ 地震被害の想定及び減災効果 

 

（１）栃木県内における過去の主な地震被害 

過去に栃木県に被害を及ぼした主な地震は、次のとおりです。 

栃木県は、地震の発生頻度が低いものの、過去には大規模地震による被害が

発生しています。 

 

過去に栃木県に被害を及ぼした主な地震 

西暦（和）  地震名 震災地 マグニチュード 主な被害

1923 年 9月 1日 関東地震
（大正 12 ） （関東大震災）

1949 年 12 月 26 日
6.2（8時 17 分）

（昭和 24 ）
6.4（8時 25 分）

2011年 3月 11 日 
（平成 23 ）

2013 年 2月 25 日
（平成 25 ）

死者4人、負傷者133人、住家全壊
261棟 、住家半壊 2,118棟（平成
26年 9月 10 日現在、消防 庁調
べ）。

6.2
人的被害無し。温泉宿泊施設一部
破損 6棟。

関東南部 7.9
県内の最大震度 5。負傷者 3人、
家屋全壊 16 棟、半壊 2棟。

今市地方
今市を中心に被害。死者10 人、負
傷者163 人、住家全壊290 棟、半
壊2,994棟、一部破損1,660棟。

今市地震

栃木県北部地震 日光

東北から関東北部
の太平洋沿岸

9.0
平成23年東北地方太
平洋沖地震
（東日本大震災）

 

（２）想定される今後の地震の規模、被害状況 

栃木県地震減災行動計画（平成 31（2019）年３月）及び栃木県地震被害想定

調査（平成 26（2014）年５月）から、関谷断層を震源とする地震が想定されて

おり、本市に最も甚大な被害を及ぼす可能性が高い地震となっていることから、

この想定地震による被害予測を設定します。 

 

    ア 想定条件 

想定地震名 地震規模 

関谷断層を震源とする地震 M 7.5 

 

イ 発災ケース 

過去の地震の例などから、地震発生の季節や時刻によって被害規模等が異な

ってくることが考えられるため、次のケースを設定しています。 

 

 

 

 

 

 

冬深夜 

多くが自宅で就寝中に被災するため、建物倒壊による死者が発生

する可能性が高い。一方、オフィスや繁華街の滞留者や鉄道、道

路の利用者が少ない。 

冬18時 

住宅、飲食店などで火気使用が最も多い時間帯で、出火件数が最

も多くなる。オフィスや繁華街周辺のほか、ターミナル駅にも滞

留者が多数存在する。 



9 

想定震源の位置図 （栃木県地震減災行動計画より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関谷断層の地震震度分布図  
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ウ 想定される被害の状況及び減災効果 

関谷断層を震源とする地震において想定されている被害及び各種減災対策を

講じることにより得られる減災効果は次のとおりです。 

住宅・建築物の耐震化を促進することにより、地震発生時の建物被害や人的被

害を減少させることができます。 

 

建物被害・人的被害の減災効果の算出結果注１（栃木県地震減災行動計画より） 

 

減災 

効果 

 

建物被害 

全壊棟数（棟） 

液状化 地震動 土砂災害 焼失棟数注2 合計 

現状 448 2,536 89 176 3,249 

対策後 264 825 88 18 1,194 

減災率 41％ 67％ 2％ 90％ 63％ 

 

 

減災 

効果 

 

人的被害注3 

死者数（人） 負傷者数 

（人） 
建物倒壊 土砂災害 火災 合計 

現状 155 7 0 162 3,921 

対策後 47 7 0 54 1,249 

減災率 70％ 0％ － 67％ 68％ 

     注１： 合計は、小数点以下の四捨五入により合わないことがある。 

         栃木県の各部局で実施している防災・減災のための施策や事業を総合的に取り組んだ場合に得られ

る減災効果である。 

         この数値は、関谷断層を震源とした想定地震における栃木県の被害を想定したもので、那須塩原市

に限定した数値ではありません。 

注２： 発災ケース 冬18時 

注３： 発災ケース 冬深夜 
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第３章  住宅・建築物の耐震化の目標等 

 

１ 住宅・建築物の耐震化の現状及び課題 

    第二期計画（平成 28（2016）年度～令和２（2020）年度）で設定した、耐震

化を推進する建築物の種別と目標及び実績（推計値）は、次のとおりです。 

耐震化の状況 

種類 

耐震化率 

H27年度末 

（推計値） 

R2年度末 

目標 

R2年度末実績

（推計値） 

住宅 82％  95％  86％  

多数の者が利用する建築物 86％  95％  88％  

 

学校 99％  95％  100％  

病院・診療所 94％  95％  95％  

社会福祉施設 77％  95％  87％  

賃貸共同住宅 91％  95％  93％  

防災上重要な市有建築物※６ 93％  100％  98％  

 

（１） 住宅 

耐震性を有する住宅が約 3,700 戸増加したことなどにより、耐震化率は 82%

から 86％となりました。※７多くは建替えや新築によるものです。 

令和２（2020）年度の耐震化率の目標である 95％を達成できなかった要因と

して、築年数とともに居住者が高齢化し、耐震化に係る費用の捻出が困難であ

ることや、改修・建替え後に住み続ける子や孫世代がいないこと等により、住

宅への投資が控えられ、耐震改修が進まなかったものと考えられます。また、

耐震性が不足する住宅の減少や新築住宅の増加が想定よりも少なく、建替えに

よって耐震化される住宅が少なかったこと等が挙げられます。市が実施したア

ンケートの結果※８を踏まえると、耐震改修及び建替えを推進するためには、所

有者等の費用負担の軽減を図ることや、耐震シェルターの設置による部分的な

耐震改修の手法を検討する必要があります。 

 

 

 

 
※６ 災害時の拠点となる建築物（庁舎、学校等）、又は多くの市民が利用する建築物（博物館等）、 

若しくは比較的利用者の滞在時間が長い建築物（市営住宅等）等 

※７ 総務省が実施した住宅・土地統計調査の結果に基づく推計値です。 

住宅の耐震化率の推計において、空き家は除いています。 

※８ 住宅の耐震普及ローラー作戦において実施した、耐震改修に関するアンケートの結果です。 

⇒資料編 資料３参照 
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（２） 多数の者が利用する建築物 

耐震性を有する多数の者が利用する建築物については、全体棟数の増減はほ

ぼなく、古い建築物の解体等により、耐震化率は86％から88％になりました。

多数の者が利用する建築物についても、耐震化の多くを占めるのが建替えや新

築によるものです。 

多数の者が利用する建築物は、想定されている大規模地震による甚大な被害

が懸念されており、耐震化の促進は喫緊の課題です。 

 

（３） 防災上重要な市有建築物 

市有建築物については、積極的に耐震改修を進めてきたことから、令和２

（2020）年度末時点の防災上重要な市有建築物の耐震化率は98％となっており、

目標をおおむね達成しました。 

しかしながら、災害時の拠点施設としての機能を確実に確保するため、耐震

化の実施に至っていない防災上重要な市有建築物については、引き続き耐震化

を図る必要があります。 

また、東日本大震災において、落下の被害が多数認められた天井等の非構造

部材の安全対策への取組も課題となっています。 

 

２ 住宅・建築物の耐震化の目標 

 

（１）国の基本方針による目標 

国では、平成30年住宅・土地統計調査の結果から、平成30（2018）年時点の

全国の住宅の耐震化率を87％と推計しました。これを受け、これまで掲げてい

た令和２（2020）年度までの耐震化目標率95％の達成は困難であるとし、耐震

化目標を５年間スライドさせ、令和７（2025）年度までに95％にすることとと

もに、令和12（2030）年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消するこ

とを目標としています。 

また、住宅以外の建築物については、多数の者が利用する建築物のうち、特

に重要性の高い耐震診断義務付け建築物の耐震化に重点を置き、これらのうち

耐震性が不足する建築物を、令和７（2025）年度までにおおむね解消すること

を目標としています。 
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（２） 県の目標 

県計画では、早急に耐震化を促進し、大規模地震における被害を最大限減少

させるために、耐震化の現状や国の目標を踏まえ、令和12（2030）年度末まで

に耐震性が不足する住宅や建築物をおおむね解消することを目指し、今後５年

間の目標を次のとおり設定しています。 

耐震化の目標 

種 別 
耐震化率 

現状 
(R2 年度末) 

目標 
（R7 年度末） 

住宅 89％  95％  

多数の者が利用する建築物 93％  
おおむね解消  

 耐震診断義務付け建築物 90％  

県有建築物の特定天井に係る耐震化 64％           100％ 

 

（３）本市の目標 

  本市においては、耐震化の現状及び県計画の目標を踏まえ、令和７（2025）

年度末における目標を次のとおり設定します。 

耐震化の目標 

種 別 
耐震化率 

現状 
(R2 年度末) 

目標 
（R7 年度末） 

住宅 86％  95％  

多数の者が利用する建築物 88％  95％  

防災上重要な市有建築物 98％           100％ 

 

 ア 住宅 

今後、建替え等により、令和７（2025）年度の耐震化率は90％になると推計

されますが、計画期間中はさらに約2,600戸の耐震化を促進し、耐震化率を95％

とすることを目標とします。 

 

イ 多数の者が利用する建築物の耐震化 

今後、建替え等により、令和７（2025）年度の耐震化率は90％になると推計

されますが、計画期間中はさらに約20棟の耐震化を促進し、耐震化率を95％と

することを目標とします。 

 

  ウ 防災上重要な市有建築物の耐震化 

防災上重要な市有建築物は令和２（2020）年度で 348 棟あり、その内耐震化

されていない建築物が８棟です。これらの建築物の耐震診断、耐震改修等を行

い、令和７（2025）年度において、原則すべての防災上重要な市有建築物を耐

震化することを目標とします。 
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（参考） 

１． 住宅の耐震化の現状、予測及び目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

令和７（2025）年度における、居住世帯のある住宅総戸数は約 46,900 戸で、

耐震性を有する住宅戸数は、建替えや新築等によって耐震化が進み、約 41,950

戸になると推計されます。 

住宅の耐震化率＝（居住のある住宅のうち耐震性を有する住宅の戸数）/（居住のある住宅の総戸数） 

 

２．多数の者が利用する建築物の耐震化の現状、予測及び目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和７（2025）年度における、多数の者が利用する建築物の総棟数は約 365

棟で、耐震性を有する棟数は、建替えや新築等によって耐震化が進み、約 330

棟になると推計されます。 

多数の者が利用する建築物の耐震化率＝（耐震性を有する多数の者が利用する建築物の棟数）/（多数の

者が利用する建築物の総棟数） 

 

44,100 
46,750 46,900 46,900 

360 365 365 
350 
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第４章 住宅・建築物の耐震化を促進するための施策 

 

  １ 基本的な取組 

 住宅については、耐震化の重要性についての周知啓発や耐震化費用の助成支

援を行うとともに、地震時に命を守る方策として、耐震シェルターの設置等に

よる住まいの減災化※９の普及・促進を図ります。また、通学路や多くの住宅か

ら避難所等へ通じる道路等（以下、「通学路等」という。）における、危険な

ブロック塀等を事前に除却するという手法の普及・促進を図ります。 

その他の建築物については、所有者及び管理者（以下、「所有者等」という。）

への働きかけや、耐震化費用の助成支援を行うとともに、環境の整備や負担軽

減等の施策を講じながら、耐震化の取組をできる限り支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅内に堅牢なシェルターを設置して命を守るイメージ 

 

２ 住宅の耐震化の促進 

 

（１） 安心して相談できる環境の整備 

 

 ア 相談窓口の整備 

市の建築指導課に引き続き窓口を設置し、住民からの相談に対応します。 

また、所有者等が知りたい情報を的確に提供できるよう、耐震改修の費用や

工事期間の目安が把握できる資料等の充実を図り、より相談しやすい窓口の整

備に努めます。 

 

イ 耐震アドバイザーの派遣 

耐震診断及び耐震改修に関して技術的なアドバイスを行う耐震アドバイザ

ーを派遣します。身近な制度として利用ができるよう周知に努めます。 

 

※９ 地震時の家屋の倒壊から居住者の身体を守るため、耐震シェルターなどの装置を設置することや、 

部分的に耐震改修を実施して、住宅の脆
ぜい

性
せい

的な倒壊を抑制すること 
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（２） 普及啓発 

 

ア パンフレット等の作成・配布 

木造住宅の耐震診断、補強計画策定及び耐震改修

等の助成制度を周知するリーフレット「あなたの家

の健康診断」を作成し、建築指導課の窓口等で配布

します。 

旧耐震基準※１０で建てられた住宅の所有者等に対

し、ダイレクトメールを送付するなど、より効果的

な周知を図ります。 

 

イ 耐震普及ローラー作戦の実施 

県、建築士会及び耐震アドバイザーと連携し、直接、住宅を訪問して普及啓

発を行います。実施にあたっては、旧耐震基準で建てられた住宅が密集する地

区や、これまでに実施していない地区を優先して行うなど、引き続き、効果的

な方法で実施します。 

 

ウ 出前講座の実施 

地震に対して備えることの重要性の周知啓発のため、「木造住宅の耐震化に

ついて」をテーマに、引き続き、出前講座を実施します。 

今後も、魅力的な講座になるよう内容の充実を図ります。 

 

エ ホームページ等の活用 

市のホームページ（http://www.city.nasushiobara.lg.jp/）において、引

き続き、耐震化に関する情報提供を行います。 

耐震改修等助成制度や税制優遇等の情報に加え、耐震化に役立つ情報や改修

費用の目安などの情報が閲覧できるよう、一般社団法人日本建築防災協会の

「木造住宅の耐震化促進にかかる取組支援ツール」へリンクしています。 

今後も、利用しやすいホームページ作りに努め、情報発信を行います。 

 

オ 工事現場等を活用した広報 

補助を受けて実施する耐震改修工事の現場等に「耐震化を実施しています」

などの掲示を行い、ホームページや配布物の情報が届いていない市民に対して、

興味を持ってもらうための広報についても取り組みます。 

 

 

 
※１０ 建築基準法の新耐震基準が導入される以前（昭和56年5月までに着工）の基準です。 
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（３） 各種支援の実施 

 

ア 耐震診断、補強計画策定及び耐震改修に対する助成 

 木造戸建て住宅の耐震診断、補強計画策定、耐震改修及び耐震建替えに対し

て、国及び県と連携して費用の助成を行います。 

また、耐震性が不十分な、老朽化した住宅の建替えを促進するための施策に

ついても検討します。 

 

イ 通学路等にある危険なブロック塀等の除却に対する助成 

 通学路等の沿道にある危険なブロック塀や組積造の塀の除却に対して、国及

び県と連携して費用の助成を行います。 

 

ウ 税制優遇 

 一定の耐震改修工事を実施した所有者等が、所得税等の特別控除（住宅に係

る耐震改修促進税制）を円滑に活用できるよう情報提供を行います。 

 

 

（４） その他の施策 

 

 ア リフォームに併せた耐震改修の有効性の周知 

公益財団法人リフォーム・紛争処理支援センターの運営するリフォーム支援

ネット「リフォネット」（http://www.refonet.jp/）の紹介等を通じ、リフォ

ームに併せた耐震改修の有効性を周知します。 

 

    イ 各種認定制度の活用 

平成25（2013）年の耐震改修促進法の改正

により、新たに設けられた、耐震性に係る表

示制度等の活用を図ることで、住宅・建築物

の耐震改修を促進します。 

 

 

 

３ 建築物の耐震化の促進 

   耐震性が不十分な建築物は、大規模地震の発生による甚大な被害が懸念され

ていることから、今後、より一層の耐震化を促進するため、耐震化の促進に関

する普及啓発や環境の整備等の基本的な施策に加え、次の施策を講じます。 
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 （１）多数の者が利用する建築物等の耐震化 

 多数の者が利用する建築物等の耐震化を促進するため、所有者等に対して耐

震診断の必要性を周知するとともに、必要に応じて、耐震改修に関する指導及

び助言を行います。 

特に、耐震診断義務付け建築物については、早期に耐震改修等の対策が実施

できるよう、国及び県と連携して、補強計画策定及び耐震改修等に対する助成

を行うとともに、継続的な指導及び助言に取り組みます。 

 

（２）地震発生時に閉塞を防ぐべき路線の指定 

栃木県地域防災計画では、隣接県の主要道路と接続し、また、防災拠点や主

要公共施設、警察署、自衛隊等を結ぶ有機的な道路ネットワークとして緊急輸

送道路を指定しています。 

災害時には、これらの道路の中でも特に重要な路線の通行を確保することが

必要なことから、県計画において地震発生時に閉塞を防ぐべき路線（耐震改修

促進法第５条第３項第３号）を指定しており、その内、本市の指定部分は次の

とおりです。 

耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく指定道路（那須塩原市内） 

種別 設定基準 指定道路部分 

第１次

緊急輸

送道路
※１１ 

・県庁所在地、地方中心

都市を連絡する道路 

・県内を縦貫し隣接県に

連絡する広域幹線道路 

・国道４号 

・東北自動車道 

・国道４００号 
（大田原市境から国道４号交差点まで） 

・国道４６１号 
（大田原市薄葉境から大田原市加治屋境まで） 

第２次

緊急輸

送道路
※１１ 

・第１次緊急輸送道路と

市町役場、地方合同庁舎

等の主要な施設を連絡

する道路 

・国道４００号 
（国道４号交差点から日光市境まで） 

・一般県道 那須野が原公園線 

・主要地方道 大田原高林線 
（国道４号交差点から黒磯板室インター線まで） 

・一般県道 黒磯板室インター線 

・一般県道 黒磯高久線 
（国道４号交差点から那須町境まで） 

・一般県道 黒磯田島線 
（黒磯高久線から道の駅「明治の森・黒磯」まで） 

本計画においては、地震発生時に閉塞を防ぐべき路線（耐震改修促進法第６

条第３項第２号）及び耐震診断を義務付ける路線（耐震改修促進法第６条第３

項第１号）を指定しませんが、今後、本市においても緊急輸送道路、避難時に

必要な道路などの状況把握に努めながら、指定の必要性を検討していきます。 

 

 

※１１ 緊急輸送道路の路線図については、資料編 資料４参照。 
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４ 地震時の被害を軽減するための安全対策 

     地震時の人的被害を防ぐためには、構造体以外についても対策が必要です。 

このため、次のような対策を行っていきます。 

 

（１）外壁、窓ガラス等の落下等防止対策 

外壁や窓ガラス、家具等の非構造部材及びブロック塀等は、落下等により、

利用者や歩行者への被害が発生するおそれがあります。 

このため、外壁や窓ガラスの落下等の危険性を周知するとともに、必要に応

じて改善の指導を行います。 

 

（２）天井脱落対策 

東日本大震災において、劇場や体育館などの大規模空間を有する建築物の天

井が脱落する被害が発生したことから、大規模な天井の脱落対策に係る新たな

基準が定められました。 

このため、新しい基準や脱落の危険性を周知するとともに、必要に応じて改

善の指導を行います。 

 

（３）エレベーター等の安全対策 

東日本大震災において、エレベーターの釣合いおもりの脱落や、エスカレー

ターが脱落する被害が発生したことから、エレベーター及びエスカレーターの

脱落防止対策に関する基準が改正されました。 

また、近年、地震発生時にエレベーターが緊急停止し、人が閉じ込められる

被害が発生しています。 

このため、新しい基準や脱落等の危険性を周知するとともに、必要に応じて

改善の指導を行います。 

 

（４）住宅・建築物の点検 

 耐震改修を行った住宅・建築物や新耐震基準で建てられた住宅・建築物であ

っても、老朽化等によって、地震による被害を受ける可能性があります。 

 所有者等は、住宅・建築物を建築基準法に適合した状態に維持するよう努め

なければならないことから、定期的に点検を行うことの必要性について周知を

行います。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１ 推進体制 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、所有者等が、地域防災対策を自ら

の問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠です。市は県と連携

して耐震化の促進に関する普及啓発、環境の整備や負担軽減等の施策によっ

て、所有者等の取組を支援します。 

また、効果的かつ着実に耐震化を促進するため、それぞれの適切な役割分担

のもと、耐震化に取り組むこととします。 

 

   （１）住宅・建築物の所有者等の役割 

住宅・建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その維持に努めま

す。特に、多数の者が利用する建築物等の所有者等は、利用者の人命を預かっ

ていること、また、当該建築物が倒壊することによって周辺に与える影響が特

に大きいことについて、自覚と責任感をもって、積極的に耐震診断及び耐震改

修の実施に努めることとします。 

 

（２）県の役割 

県内自治体のまとめ役として、国及び市町との連携を図りながら、必要な施

策を講じるとともに、市町が実施する施策の支援等に努めることとしています。 

 

   （３）市の役割 

住宅・建築物の所有者等に最も近い基礎自治体として、地域の実情に配慮し、

県との連携を図りながら、必要な施策を講じることに努めます。 
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２ 本計画の検証（アクションプログラムに基づく取組） 

本計画に掲げる目標を達成するためには、課題に的確に対応することが求め

られます。住宅・建築物の所有者等が、耐震化に踏み切れない理由は一つでは

なく、様々な要因が複合的に重なっていることが考えられ、その一つ一つの要

因に多角的に取り組むことで耐震化の促進をより一層図ります。 

その行動計画として、別途「那須塩原市住宅耐震化緊急促進アクションプロ

グラム」を定めており、毎年度の具体的取組と支援目標を設定し、その実績や

達成状況を検証・公表し、さらに次年度へ反映していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法に基づく指導・助言等 

耐震基準に適合していないすべての住宅・建築物の所有者等は、耐震化の実

施に努める義務があります。特定行政庁※１２は、住宅・建築物の耐震診断及び

耐震改修の適切な実施について、必要があると認めるときは、所有者等に対し

指導及び助言を行います。 

特に、耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定されたものの、耐震改

修等が行われていない建築物については、耐震改修等の実施状況について定期

的な把握に努めるとともに、所有者等に対し、早期の耐震化を促します。 

    

４ 本計画の改定について 

市は、国の基本方針及び県計画に基づき、住宅・建築物の耐震化の現状等を

考慮して、本計画の改定に努めます。

 

 
※１２ 原則、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長、その他の市町村の区域については、  

都道府県知事（栃木県においては、県のほか宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小
山市、大田原市、那須塩原市が該当） 

 

・耐震化を促すための取組事項 

・住宅所有者に対する戸別訪問 

・対象住宅への DM 送付 

・説明会や出前講座の実施 など 

・耐震化に係る支援目標 

 ・耐震診断の戸数 

 ・耐震改修、建替えの戸数 など 

・前年度実績の自己評価 など 

アクションプログラムの内容 
アクションプロ 

グラムの策定 

目標・取組の 

更新 

アクションプログラ
ムに基づく普及啓発 

・事業の実施 

取組実績に 

関する自己評価 

耐震化促進のための PDCA サイクル 
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資料１ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

 

（平成18年 1月25日 国土交通省告示第 184号） 

改正 平成25年10月29日 国土交通省告示第1055号 

改正 平成28年 3月25日 国土交通省告示第 529号 

改正 平成30年12月21日 国土交通省告示第1381号 

 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪われ

た。このうち地震による直接的な死者数は五千五百二人であり、さらにこの約九割の四千

八百三十一人が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築物

の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、

平成二十年六月の岩手・宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九月

の北海道胆振東部地震など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した東日

本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦

後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。また、東日本大震災においては、

津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であったが、内陸市町村においても建築物に大

きな被害が発生した。さらに、平成三十年六月の大阪府北部を震源とする地震においては

塀に被害が発生した。このように、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおか

しくない状況にあるとの認識が広がっている。また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震及び首都直下地震については、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震

が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラフ巨大地震については、

東日本大震災を上回る被害が想定されている。 

建築物の耐震改修については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成十七年九月中央防災

会議決定）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされると

ともに、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成二十六年三月中央防災会議決定）に

おいて、十年後に死者数を概ね八割、建築物の全壊棟数を概ね五割、被害想定から減少さ

せるという目標の達成のため、重点的に取り組むべきものとして位置づけられているとこ

ろである。また、首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成二十七年三月閣議決定）にお

いては、十年後に死者数及び建築物の全壊棟数を被害想定から半減させるという目標の達

成のため、あらゆる対策の大前提として強力に推進すべきものとして位置づけられている

ところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限られていることから、

効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められている。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、

基本的な方針を定めるものである。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 
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住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地

域防災対策を自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。

国及び地方公共団体は、こうした所有者等の取組をできる限り支援するという観点

から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減

のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となってい

る課題を解決していくべきである。 

２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では

災害による負傷者の治療が、国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対

策指示が行われるなど、多くの公共建築物が応急活動の拠点として活用される。こ

のため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠点施設としての機能確

保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められるとの認識のもと、強力に公共

建築物の耐震化の促進に取り組むべきである。具体的には、国及び地方公共団体は、

各施設の耐震診断を速やかに行い、耐震性に係るリストを作成及び公表するととも

に、整備目標及び整備プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促

進に積極的に取り組むべきである。 

また、公共建築物について、法第22 条第3 項の規定に基づく表示を積極的に活用

すべきである。 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ当該イからハまでに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第7 条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第3 条第1 項に規定

する要緊急安全確認大規模建築物（以下「耐震診断義務付け対象建築物」という。）

については、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が耐震診断の

実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となっている旨の十分な周知を

行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限までに耐震診断の結果を報

告しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震診断結果の報

告をするように促し、それでもなお報告しない場合にあっては、法第8 条第1 項

（法附則第3 条第3 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、当該所

有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべきことを命ず

るとともに、その旨を公報、ホームページ等で公表すべきである。 

法第9 条（法附則第3 条第3 項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く報告の内容の公表については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

（平成7 年建設省令第28 号。以下「規則」という。）第22 条（規則附則第3 条

において準用する場合を含む。）の規定により、所管行政庁は、当該報告の内容

をとりまとめた上で公表しなければならないが、当該公表後に耐震改修等により

耐震性が確保された建築物については、公表内容にその旨を付記するなど、迅速
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に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が不利になることのないよう、営業上の

競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うべきである。 

また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務

付け対象建築物の所有者に対して、法第12 条第1 項の規定に基づく指導及び助言

を実施するよう努めるとともに、指導に従わない者に対しては同条第2 項の規定

に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、

その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け

対象建築物の所有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造

耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認め

られる建築物（別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）第1 第1 号又は第2 号の規

定により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震

動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いと判断された建築物をい

う。以下同じ。）については速やかに建築基準法（昭和25 年法律第201 号）第10 

条第3 項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置

すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、同

条第1 項の規定に基づく勧告や同条第2 項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第15 条第2 項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建築物」

という。）については、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が

指示対象建築物である旨の周知を図るとともに、同条第1 項の規定に基づく指導

及び助言を実施するよう努め、指導に従わない者に対しては同条第2 項の規定に

基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、

その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所

有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部

分の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物に

ついては速やかに建築基準法第10 条第3 項の規定に基づく命令を、損傷、腐食そ

の他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると

認められる建築物については、同条第1 項の規定に基づく勧告や同条第2 項の規

定に基づく命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第14 条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）に

ついては、所管行政庁は、その所有者に対して、法第15 条第1 項の規定に基づく

指導及び助言を実施するよう努めるべきである。また、法第16 条第1 項に規定す

る既存耐震不適格建築物についても、所管行政庁は、その所有者に対して、同条

第2 項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきである。 
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４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第17 条第3 項の計画の認定、法第22 条第2 項の認定、法第25

条第2 項の認定について、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべきである。 

国は、これらの認定について、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われ

るよう、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々で

あるが、相当の費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課

題となっている。このため、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震

改修に係る助成制度等の整備や耐震改修促進税制の普及に努め、密集市街地や緊急

輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うこと

が望ましい。特に、耐震診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施

及び耐震改修の促進が求められることから、特に重点的な予算措置が講じられるこ

とが望ましい。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の優遇

措置等の制度に係る情報提供等を行うこととする。 

また、法第32 条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「センタ

ー」という。）が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、

センターを指定した場合においては、センターの業務が適切に運用されるよう、セ

ンターに対して必要な指導等を行うとともに、都道府県に対し、必要な情報提供等

を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合につ

いては、地方公共団体が、公共賃貸住宅の空家の紹介等に努めることが望ましい。 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建

築物の所有者等が安心して耐震診断及び耐震改修を実施できる環境整備が重要な課

題となっている。特に、「どの事業者に頼めばよいか」、「工事費用は適正か」、

「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるのか」等の不安に対応する必要がある。

このため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を

設置するとともに、耐震診断及び耐震改修の実施が可能な建築士及び事業者の一覧

や、耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断の参考となる事例集を作

成し、ホームページ等で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、

情報提供等を行うこととする。また、全ての市町村は、耐震診断及び耐震改修に関

する相談窓口を設置するよう努めるべきであるとともに、地方公共団体は、センタ

ー等と連携し、先進的な取組事例、耐震改修事例、一般的な工事費用、専門家・事

業者情報、助成制度概要等について、情報提供の充実を図ることが望ましい。 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及

び耐震改修について必要な知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図るこ
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とが望ましい。国及び地方公共団体は、センター等の協力を得て、講習会や研修会

の開催、受講者の登録・紹介制度の整備等に努めるものとする。特に、耐震診断義

務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、国は、登録資格者講習（規則

第5 条に規定する登録資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻度による実施、

建築士による登録資格者講習の受講の促進のための情報提供の充実を図るものとす

る。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地

方公共団体は、関係団体と連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研

究を実施することとする。 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位

とした地震防災対策への取組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する

支援、地域ごとに関係団体等からなる協議会の設置等を行うことが考えられる。国

は、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修と併せて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガ

ラス、天井、外壁等の非構造部材の脱落防止対策についての改善指導や、地震時の

エレベーター内の閉じ込め防止対策、エスカレーターの脱落防止対策、給湯設備の

転倒防止対策、配管等の設備の落下防止対策の実施に努めるべきであり、これらの

対策に係る建築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第3 条第2 項の適用を受

けているものについては、改修の促進を図るべきである。また、南海トラフ沿いの

巨大地震による長周期地震動に関する報告（平成27 年12 月）を踏まえて、長周期

地震動対策を推進すべきである。国は、地方公共団体及び関係団体に対し、必要な

助言、情報提供等を行うこととする。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

平成25 年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約5,200 万戸のうち、

約900 万戸（約18 パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約82 パーセ

ントと推計されている。この推計では、耐震性が不十分な住宅は、平成15 年の約

1,150 万戸から10 年間で約250 万戸減少しているが、大部分が建替えによるもので

あり、耐震改修によるものは10 年間で約55 万戸に過ぎないと推計されている。 

また、法第14 条第1 号に掲げる建築物（以下「多数の者が利用する建築物」とい

う。）については、約42 万棟のうち、約6 万棟（約15 パーセント）が耐震性が不

十分であり、耐震化率は約85 パーセントと推計されている。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首都直下地震緊急対策推進基本計画及び

住生活基本計画（平成二十八年三月閣議決定）における目標を踏まえ、住宅の耐震

化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成32 年までに少なくと
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も95 パーセントにするとともに、平成37 年までに耐震性が不十分な住宅をおおむ

ね解消することを目標とする。 

耐震化率を95 パーセントとするためには、平成25 年から平成32 年までの間に、

少なくとも住宅の耐震化は約650 万戸（うち耐震改修は約130 万戸）とする必要が

あり、建替え促進を図るとともに、耐震改修のペースを約3 倍にすることが必要で

ある。また、多数の者が利用する建築物の耐震化は少なくとも約4 万棟（うち耐震

改修は約3 万棟）とする必要があり、建替え促進を図るとともに、耐震改修のペー

スを約2 倍にすることが必要となる。 

また、建築物の耐震化のためには、耐震診断の実施の促進を図ることが必要であ

り、平成25 年から平成32 年までの間に、耐震化率の目標達成のために必要な耐震

改修の戸数又は棟数と同程度の耐震診断の実施が必要となると考えて、少なくとも

住宅については約130 万戸、多数の者が利用する建築物については約3 万棟の耐震

診断の実施を目標とすることとする。 

特に、公共建築物については、各地方公共団体において、できる限り用途ごとに

目標が設定されるよう、国土交通省は、関係省庁と連携を図り、必要な助言、情報

提供を行うこととする。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に

適合しているかどうかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要

な改修を行うことが基本である。しかしながら、既存の建築物については、耐震関係

規定に適合していることを詳細に調査することや、適合しない部分を完全に適合させ

ることが困難な場合がある。このような場合には、建築物の所有者等は、技術指針事

項に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきである。 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な

事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識すること

ができるよう、地方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、発生のおそれが

ある地震の概要と地震による危険性の程度等を記載した地図（以下「地震防災マップ」

という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、地域での取組の重要性等につい

て、町内会等や各種メディアを活用して啓発及び知識の普及を図ることが考えられる。

国は、地方公共団体に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこととする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセ

ンターとの間で必要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方 
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都道府県は、法第5 条第1 項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下

単に「都道府県耐震改修促進計画」という。）を、建築物の耐震改修の促進に関

する法律の一部を改正する政令（平成30 年政令第323 号。以下「改正法」という。）

の施行後できるだけ速やかに改定すべきである。 

都道府県耐震改修促進計画の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部

局、観光部局、商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市

町村の耐震化の目標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の

取組を行いながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要が

ある施策等を中心に見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、そ

の改定に当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な

調整を行うべきである。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、

都道府県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２の目標を踏まえ、各都道府県にお

いて想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可

能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望ましい。なお、都道府県は、

定めた目標について、一定期間ごとに検証するべきである。特に耐震診断義務付

け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。このため、

都道府県耐震改修促進計画に法第5 条3 項第1 号及び第2 号に定める事項を記載

する場合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、耐震診断義

務付け対象建築物の目標を設定すべきである。また、耐震診断結果の報告を踏ま

え、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今

後速やかに耐震診断を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震

化の目標を設定すべきである。加えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推進

するため、都道府県は、公共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望

ましい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等

との役割分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定める

とともに、具体的な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるよう

にするための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定め

ることが望ましい。 

法第5 条第3 項第1 号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震

時における災害応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例え

ば庁舎、病院、学校の体育館等の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉
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施設等の民間建築物のうち、災害対策基本法（昭和36 年法律第223 号）第2 条第

10 号に規定する地域防災計画や防災に関する計画等において、大規模な地震が発

生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として定めら

れたものについても、積極的に定めることが考えられる。なお、公益上必要な建

築物を定めようとするときは、法第5 条第4 項の規定に基づき、あらかじめ、当

該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運送以外の一般貨物

自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地震が発生

した場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みがないものまで定

めることがないよう留意するべきである。 

法第5 条第3 項第2 号又は第3 号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建

築物の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路

であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その

他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、

市町村の区域を越えて、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時におけ

る多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等

の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道

路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の

地域の防災上の観点から重要な道路については、同項第2 号の規定に基づき早期

に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定

めることが考えられる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物（耐

震不明建築物であるものに限る。以下同じ。）に係る耐震診断の結果の報告の期

限に関する事項が都道府県耐震改修促進計画に記載されている場合においては、

必要に応じて、当該都道府県耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律施行令（平成7 年政令第429 号）第4 条第2 号に規定す

る組積造の塀に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項を別に記載すべき

である。ただし、やむを得ない事情により当該都道府県耐震改修促進計画を速や

かに改定することが困難な場合においては、改正令の施行の際現に法第5 条第3 

項第2 号の規定に基づき当該都道府県耐震改修促進計画に記載されている通行障

害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項は、建

築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4 条第1 号に規定する建築物に係る

ものであるとみなす。また、同条第2 号に規定する組積造の塀については、規則

第4 条の2 の規定により、地域の実情に応じて、都道府県知事が耐震診断義務付

け対象建築物となる塀の長さ等を規則で定めることができることに留意すべきで

ある。 
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さらに、同項第4 号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第28

条の特例の適用の考え方等について定めることが望ましい。 

加えて、同項第5 号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供

給公社（以下「機構等」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

に関する事項は、機構等が耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等に

ついて定めることが考えられる。なお、独立行政法人都市再生機構による耐震診

断及び耐震改修の業務及び地域は、原則として都市再生に資するものに限定する

とともに、地域における民間事業者による業務を補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とす

る程度に詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設

置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改

修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ま

しい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての

市町村において措置されるよう努めるべきである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震

化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果

的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校等との連携策

についても定めることが考えられる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示、命令等について、所管行政庁は、優先的に実施

すべき建築物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁は、法第12 条第3 項（法附則第3 条第3 項において準用する

場合を含む。）又は法第15 条第3 項の規定による公表を行ったにもかかわらず、

建築物の所有者が耐震改修を行わない場合には、建築基準法第10 条第1 項の規定

による勧告、同条第2 項又は第3 項の規定による命令等を実施すべきであり、そ

の実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東

海地震及び東南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体について

は地域目標を定めることが要請され、その他の地域においても減災目標を策定す

ることが必要とされている。こうしたことを踏まえ、法第6 条第1 項において、

基礎自治体である市町村においても、都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町

村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものとされたところであり、可能な限り

全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定されることが望ましい。ま

た、改正法による改正前に市町村耐震改修促進計画を策定している市町村にあっ
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ては、当該市町村耐震改修促進計画を改正法の施行後できるだけ速やかに改定す

べきである。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、

衛生部局、観光部局、商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県

の耐震化の目標や施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取

組を行いながら、より地域固有の状況に配慮して作成することが考えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に

基づく指導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、

市町村耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏ま

え、各市町村において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現

状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごとに目標を定めることが望ましい。な

お、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築

物である。このため、市町村耐震改修促進計画に法第6 条第3 項第1 号に定める

事項を記載する場合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、

耐震診断義務付け対象建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震診

断結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今

後速やかに耐震診断を行い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震

化の目標を設定すべきである。加えて、重点化を図りながら着実な耐震化を推進

するため、市町村は、公共建築物に係る整備プログラム等を作成することが望ま

しい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等と

の役割分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めると

ともに、具体的な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるように

するための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定める

ことが望ましい。 

法第6 条第3 項第1 号又は第2 号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建

築物の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路

であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その

他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、

市町村の区域内において、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時にお

ける多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送
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等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な

道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれ

る地域を通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の

地域の防災上の観点から重要な道路については、同項第1 号の規定に基づき早期

に沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物に

係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項が市町村耐震改修促進計画に記載

されている場合においては、必要に応じて、当該市町村耐震改修促進計画を速や

かに改定し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4 条第2 号に規定す

る組積造の塀に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項を別に記載すべき

である。ただし、やむを得ない事情により当該市町村耐震改修促進計画を速やか

に改定することが困難な場合においては、改正令の施行の際現に法第6 条第3 項

第1 号の規定に基づき当該市町村耐震改修促進計画に記載されている通行障害既

存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項は、建築物

の耐震改修の促進に関する法律施行令第4 条第1 号に規定する建築物に係るもの

であるとみなす。また、同条第2 号に規定する組積造の塀については、地域の実

情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物となる塀の長さ等を規則で

定めることができることに留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

市町村耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする

程度に詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、

パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に

係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。

特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置

されるよう努めるべきである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震

化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果

的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策についても定めることが考え

られる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的

に実施すべき建築物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望

ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第12 条第3 項（法附則第3 条第3 項にお

いて準用する場合を含む。）又は法第15 条第3 項の規定による公表を行ったにも

かかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない場合には、建築基準法第10 条
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第1 項の規定による勧告、同条第2 項又は第3 項の規定による命令等を実施すべ

きであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第17 条第3 項の計画の認定、法第22 条第2 項の認定、法第25

条第2 項の認定について、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが望まし

い。なお、法第22 条第2 項の認定制度の周知にあたっては、本制度の活用が任意で

あり、表示が付されていないことをもって、建築物が耐震性を有さないこととはな

らないことについて、建築物の利用者等の十分な理解が得られるよう留意するべき

である。 

 

附 則 

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成17 年

法律第120 号）の施行の日（平成18 年1 月26 日）から施行する。 

２ 平成7 年建設省告示第2089 号は、廃止する。 

３ この告示の施行前に平成7 年建設省告示第2089 号第1 ただし書の規定により、国土交

通大臣が同告示第1 の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法につ

いては、この告示の別添第1 ただし書の規定により、国土交通大臣が同告示第1 の指針

の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法とみなす。 

附 則（平成25 年10 月29 日国土交通省告示第1055 号） 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（平成25 年11 月25 日）から施行する。 

附 則（平成28 年3 月25 日国土交通省告示第529 号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30 年12 月21 日国土交通省告示第1381 号） 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施

行の日（平成31 年1 月1 日）から施行する。 
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資料２ 耐震改修促進法における規制対象一覧 

 

 多数の者が利用する建築物等は次のとおりです。 

 

耐震改修促進法における規制対象一覧 

※義務付け対象は旧耐震建築物 

用  途 
特定既存耐震不適格建築物 

の要件 

指示対象となる特定既存 

耐震不適格建築物の要件 

耐震診断義務付け 

対象建築物の要件 

学校 

小学校、中学校、中等教育学校の

前期課程若しくは特別支援学校 

階数2以上かつ1,000㎡以上 

※屋内運動場の面積を含む 

階数2以上かつ1,500㎡以上 

※屋内運動場の面積を含む 

階数2以上かつ3,000㎡以上 

※屋内運動場の面積を含む 

上記以外の学校 階数3以上かつ1,000㎡以上 ― ― 

体育館（一般公共の用に供されるもの） 階数1以上かつ1,000㎡以上 階数1以上かつ2,000㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他

これらに類する運動施設 

階数3以上かつ1,000㎡以上 階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 ― ― 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を

営む店舗 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

ホテル、旅館 ― ― 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、

下宿 
― ― 

事務所 ― ― 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホー

ムその他これらに類するもの 

階数2以上かつ1,000㎡以上 階数2以上かつ2,000㎡以上 階数2以上かつ5,000㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障

害者福祉センターその他これらに類するも

の 

幼稚園、保育所 階数2以上かつ500㎡以上 階数2以上かつ750㎡以上 階数2以上かつ1,500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1,000㎡以上 階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラ

ブ、ダンスホールその他これらに類するも

の 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これ

らに類するサービス業を営む店舗 

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に

供する建築物を除く。) 
― ― 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発

着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待

合の用に供するもの 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

自動車車庫その他自動車又は自転車の停留

又は駐車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益

上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する

建築物 

政令で定める数量以上の危

険物を貯蔵又は処理するす

べての建築物 

500㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上 

(敷地境界線から一定距離

以内に存する建築物に限

る。) 

避難路沿道建築物 耐震改修促進計画で指定す

る避難路の沿道建築物であ

って、前面道路幅員の1/2

超の高さの建築物 

(道路幅員が12ｍ以下の場

合は6ｍ超) 

左に同じ 耐震改修促進計画で指定す

る重要な避難路の沿道建築

物であって、前面道路幅員

の1/2超の高さの建築物(道

路幅員が12ｍ以下の場合は

6ｍ超） 

防災拠点である建築物 

― ― 

耐震改修促進計画で指定す

る大規模な地震が発生した

場合においてその利用を確

保することが公益上必要な

病院、官公署、災害応急対

策に必要な施設等の建築物 
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資料３ 耐震改修に関する所有者アンケートの結果 

  
住宅の耐震普及ローラー作戦において実施した耐震改修に関する所有者アンケート

の結果は次のとおりです。 
 

 
対象期間 平成 28 年度～令和元年度   

  

 
総回答者数 162 人 

     

    
 

①回答者の年齢層 
 

 
  人数 

 

 
30 代以前 3 

 

 
40 代 5 

 

 
50 代 12 

 

 
60 代 48 

 

 
70 代以降 94 

 

    
②回答者の世帯構成 

 
 

 
  人数 

 

 
単身 20 

 

 
単世帯 118 

 

 
2 世帯 23 

 

 
3 世帯 1 

 

 
無回答 0 

 

    
③昭和 56年 6 月を境に耐震基準が 

 変わったことを知っているか 
 

 

 

 
  人数 

  

 
知っている 46 

  

 
知らない 116 

  

 
無回答 0 

  

     
④自由意見のうち主なもの 

 

 
・金銭的余裕がなく、費用負担できない 

   

 
・耐震改修、建替えをしても住宅の後継ぎがいない 

 

 
・今までの地震で倒壊していないので、必要性を感じない 

 

 
・補助があっても、自己負担分の工面ができない 

  

30代以前

2%
40代
3% 50代

7%

60代
30%

70代以降

58%

単身

12%

単世帯

73%

2世帯

14%

3世帯

1%

知っている

28%

知らない

72%
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資料４ 緊急輸送道路の路線図（那須塩原市内） 

 

 県計画により耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく路線として指定されてい

る那須塩原市内の第１次緊急輸送道路及び第２次緊急輸送道路は、次のとおりです。 
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         編集 那須塩原市建設部建築指導課 

         〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社 108-2 

TEL ： 0287-62-7169 

FAX ： 0287-62-7184 

 

 


	表紙
	目次
	はじめに
	第１章` 計画の目的等
	第２章　想定される地震の規模、被害の予測
	第３章　住宅・建築物の耐震化の目標等
	第４章　住宅・建築物の耐震化を促進するための施策
	第５章　計画の推進に向けて
	資料編

